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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料ガス流路を規定する誘電体と、
　前記原料ガス流路を流れる原料ガスの少なくとも一部を分解して水素ガスを生成する触
媒と、
　前記誘電体に接して配置される電極と、
　前記誘電体を隔てて前記電極に対向する水素分離膜と、
　前記水素分離膜が分離した水素を導出する水素流路と、
　電力を供給して前記水素分離膜と前記電極との間で放電を発生させる高電圧電源と、
　を備えていることを特徴とする水素生成装置。
【請求項２】
　前記原料ガス流路が平板状の前記誘電体の表面に溝として形成されており、
　前記溝の開口を薄板状の前記触媒が覆っており、
　前記触媒に前記水素分離膜が積層されており、
　前記水素分離膜は、放電または触媒反応によって原料ガスから生成した水素を分離して
前記水素流路に導入することを特徴とする請求項１記載の水素生成装置。
【請求項３】
　前記誘電体が円筒形であり、
　前記電極が前記誘電体の外側に配置されており、
　前記誘電体の内側に前記水素分離膜が同心円状に配置されて、前記誘電体と前記水素分
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離膜との間に前記原料ガス流路が規定されており、
　前記触媒が、前記原料ガス流路の中の前記水素分離膜よりも上流となる位置に配置され
ており、
　前記水素分離膜は、放電または触媒反応によって原料ガスから生成した水素を分離して
前記水素流路に導入することを特徴とする請求項１記載の水素生成装置。
【請求項４】
　前記原料ガスがアンモニアであることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載
の水素生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素生成装置に関する。特に、水素の収率が高く、しかも水素の生成量を容
易に制御することができる水素生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高純度の水素を生成し、燃料電池の燃料として安定供給する技術が求められている。水
素を生成する方法として、たとえば炭化水素ガスを水蒸気改質する方法が知られている。
しかし炭化水素の水蒸気改質では、原料に対して水蒸気のモル比が低くなったときに炭素
が析出して触媒が失活するため、水素の製造量に対応して製造条件を厳しく管理する必要
がある。
【０００３】
　水素を生成する他の方法として、アンモニアを触媒で分解する方法が知られている。し
かしながら、アンモニア分解触媒を用いた場合、アンモニアの分解によって水素を生成す
ることはできるが、アンモニアを分解して得られたアンモニア、水素、窒素からなる混合
ガスから水素を分離することができない。
【０００４】
　発明者らは、アンモニアを放電によりプラズマとして水素を生成する方法および装置を
発明し、特許文献１として開示した。特許文献１には、プラズマ反応器と、高電圧電極と
、接地電極とを備えている水素生成装置を開示している。特許文献１の水素生成装置は、
水素分離膜が高電圧電極として機能しており、常温常圧の条件下で、水素分離膜が接地電
極との間で誘電体バリア放電し、供給されたガスに含まれるアンモニアをプラズマとする
ことによって高純度の水素を生成する。また、水素分離膜を放電に用いることで、混合ガ
スからの高純度の水素の分離が常温常圧で行える。
【０００５】
　特許文献１のプラズマ放電を利用した水素生成装置では、円筒形の反応容器内の原料を
均一にプラズマ化するための電力を、反応容器の容量に従って増加させる必要があった。
大型の反応容器では、小型の反応容器よりもむしろエネルギー効率が悪くなることがあり
、水素の大量生産が必要となったときに、水素の収率が低くなり、エネルギー効率が悪化
する恐れがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－７００１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はかかる現状に鑑みてなされものであって、水素の生成量を容易に制御すること
ができ、しかも高純度の水素を常時高収率で生成可能な水素生成装置を提供することを解
決すべき課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明の水素生成装置は、原料ガス流路を規定する誘電体と、原料ガス流路を流れる原
料ガスの少なくとも一部を分解して水素ガスを生成する触媒と、誘電体に接して配置され
る電極と、誘電体を隔てて前記電極に対向する水素分離膜と、水素分離膜が分離した水素
を導出する水素流路と、電力を供給して水素分離膜と電極との間で放電を発生させる高電
圧電源と、を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の水素生成装置は、触媒の作用、及び水素分離膜と電極との間の放電の両方の作
用によって、原料ガスから水素ガスを高収率に生成する。
【００１０】
　本発明の水素生成装置は、原料ガス流路を平板状の前記誘電体の表面に溝として形成し
、原料ガス流路の溝の開口を薄板状の触媒で覆い、さらに薄板状の触媒に水素分離膜を積
層する形態とすることができる。水素分離膜は、放電または触媒反応によって原料ガスか
ら生成した水素を分離して水素流路に導入する。
【００１１】
　また本発明の水素生成装置は、誘電体を円筒形とし、電極を前記誘電体の外側に配置し
、誘電体の内側に水素分離膜を同心円状に配置して、誘電体と水素分離膜との間に原料ガ
ス流路を規定する形態とすることができる。触媒は、原料ガス流路の中の水素分離膜より
も上流となる位置に配置することができる。水素分離膜は、放電または触媒反応によって
原料ガスから生成した水素を分離して、水素流路に導入することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の水素生成装置は、アンモニアを原料ガスとすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の水素生成装置は、触媒作用によって原料ガスの少なくとも一部を分解して水素
ガスを生成し、さらに水素分離膜と電極との間の放電によって残りの原料ガスをプラズマ
化して水素ガスを生成することができる。触媒と放電の両方の作用によって、原料ガスか
ら水素ガスを高収率に生成する。
【００１４】
　本発明の水素生成装置は、溝として形成した原料ガス流路を触媒が覆う形態とすること
で、原料ガスが溝を通過していく間に、触媒によって効率よく原料ガスを分解して水素ガ
スを生成することができる。これに加えて、触媒と水素分離膜を積層することによって、
水素分離膜と電極との間の原料ガス流路内に、原料ガスが通過する方向を横断するように
放電を発生させることができる。放電によって原料ガスが均一にプラズマ化するので、原
料ガスの流量にかかわらず、常時高収率で水素ガスを生成することができる。
【００１５】
　また本発明の水素生成装置は、触媒を水素分離膜よりも上流に配置することによって、
流路内の原料ガスのより多くの部分を触媒により水素ガスとし、さらに放電によるプラズ
マ化によって、従来よりも高収率に水素ガスを生成することができる。触媒によって原料
ガスを９５％以上分解して水素ガスを生成した場合、残りの原料ガスは、放電によるプラ
ズマ化でほぼ１００％分解する。生成装置から排出されるガスの中には原料ガスが残存す
ることがなく、原料ガスの回収処理手段を設ける必要がない。
【００１６】
　本発明の水素生成装置は、誘電体と、触媒と、電極と、水素分離膜と、水素流路とを一
体化して１つのモジュールとすることができる。本発明の水素生成装置を複数並列に組み
合わせることで、水素の供給量の変化に柔軟に対応することができる。また、設置箇所の
条件を緩和することができる。
【００１７】
　本発明の水素生成装置を、プラズマによる水素生成と触媒による水素生成のハイブリッ
ド方式（混成方式）にすることにより、水素収率が高く、しかも水素生成量の大容量化に
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対応することが可能となる。
【００１８】
　本発明の水素生成装置は、プラズマ反応器内部に触媒を配置することで、今までは利用
されなかったプラズマ反応器内で発生した熱を、アンモニア分解触媒の動作に利用するこ
とができ、この結果、エネルギー効率をあげることができる。触媒の加熱方法としてはヒ
ーターなどの加熱手段も利用できる。また、プラズマ反応器を保温構造にすることで、排
熱利用の効率化が図れる。アンモニア分解反応は、吸熱反応であるため、加熱すると分解
反応が促進される。
【００１９】
　アンモニア分解触媒は、動作温度範囲が１５０℃～６００℃との条件があり、アンモニ
ア分解を開始するまで時間がかかる。また、自立起動、自立運転ができない。しかしなが
ら、本発明の水素生成装置のプラズマ方式による水素生成方法では、立ち上がりが早く、
自立起動、自立運転が可能である。プラズマによる水素生成と触媒による水素生成のハイ
ブリッド方式による水素生成装置は、起動時はプラズマのみで起動し、アンモニアから水
素を生成する。プラズマ反応器内の触媒温度が１５０℃以上になるとアンモニア分解触媒
が動作し、温度上昇に比例して、触媒によるアンモニア分解量が多くなり、水素の生成量
の制御が容易になり、大容量化も可能である．この結果、燃料電池車への搭載などの応用
範囲が拡がる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の実施例１に従った水素生成装置の分解斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施例２に従った水素生成装置の縦断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施例３に従った水素生成装置の縦断面図である。
【図４】図４は、本発明の水素生成装置と従来例とのアンモニアガスの流量に対する水素
生成量の違いを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明にかかる、プラズマによる水素生成と触媒による水素生成のハイブリッド方式（
混成方式）の水素生成装置は、プラズマ反応器で発生したジュール加熱、誘電加熱の熱を
、同じプラズマ反応器内部に配置した触媒に供給する。これにより、今までは熱損失とな
っていたプラズマ反応器で発生した熱を、アンモニア分解触媒の動作に利用することがで
き、エネルギー効率が高まる。触媒の加熱のために、ヒーターなどの加熱手段を利用する
ことができる。また、プラズマ反応器を保温構造にすることができる。アンモニア分解反
応は、吸熱反応であるため、加熱すると分解反応が促進される。
【００２２】
　本発明に係る水素生成装置は、起動時、常温常圧でアンモニアからプラズマによる水素
生成を行って水素を生成し、自立起動し、自立運転を行う。触媒は動作温度範囲１５０℃
～６００℃であり、プラズマ反応器内の触媒温度が１５０℃以上になるとアンモニア分解
触媒が動作を開始する。以後、温度上昇に比例して、触媒によるアンモニア分解量が多く
なるため、水素の生成量の制御が容易になり、大容量化が可能となる。
【００２３】
　以下に、本発明の水素生成装置の、他の好適な実施形態を列記する。
（１）水素生成装置で好適に用いられる原料ガスは、アンモニア、尿素、またはメタン等
の炭化水素系ガス、アンモニア単体ではなくアンモニアと不活性ガスの混合ガスとするこ
とができる。また、液化アンモニアや尿素から発生したアンモニア単体またはそのアンモ
ニアと不活性ガスの混合ガスとすることができる。
（２）触媒は、Ｎｉ、またはＲｕといった触媒金属を、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）また
はアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）に担持させたアンモニア分解触媒が好適に用いられる。
（３）水素分離膜は、高電圧電源に接続された場合、高電圧電極として機能する。水素分
離膜が高電圧電極となっているとき、誘電体を挟んで対向している電極は、アースされて
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接地電極として機能する。
（４）水素分離膜は、アースされている場合、接地電極として機能する。水素分離膜が接
地電極となっているとき、誘電体を挟んで対向している電極は高電圧電源に接続されて高
電圧電極として機能する。
（５）高電圧電極と接地電極とは誘電体を隔てて対向している形態となっており、誘電体
バリア放電によって、原料ガス流路の中の原料ガスを大気圧非平衡プラズマとする。高電
圧電源は、高電圧電極に対して、両極性パルス波形を印加する。
（６）誘電体は、石英ガラスなどのガラス、アルミナなどのセラミックス、チタン酸バリ
ウム、ポリカーボネート、アクリルなどの絶縁性の高い樹脂で形成される。
（７）水素分離膜は、パラジウム合金薄膜を特に好適に使用することができる。
（８）水素流路は、水素流路板と水素分離膜によって区画された空間を用いることができ
る。
（９）水素流路は、水素分離膜と水素分離膜を支持する支持体の内部に形成される空間を
用いることができる。
【実施例】
【００２４】
（実施例１）
　以下、本発明にかかる水素生成装置の好適な実施例について、図面を参照しつつ説明す
る。図１は、本発明の実施例に従った水素生成装置１を模式的に示す分解斜視図である。
水素生成装置１は、誘電体２と、電極３と、水素流路板４と、水素分離膜５と、高電圧電
源６と、絶縁スペーサ９と、触媒１０とを備えている。尚、以下の記載においては、図１
において右側に表示した各要素の側面を右側面と称し、左側に表示した各要素の側面を左
側面と称する。
【００２５】
　誘電体２は、図１に右側面として表示される第一の面１１と、第一の面１１に対して略
平行な第二の面とを有した石英ガラスである。誘電体２の第一の面１１に、右側面上に開
口を有する溝として、原料ガス流路１３が形成されている。原料ガス流路１３の形成され
るパターンは、原料ガスの流量と原料ガスに印加する電圧とを考慮して適宜設定すること
ができる。図１には、一例として、原料ガス流路入口１４に連通して、誘電体２の上面と
平行な直線状に延びる往路部分１６と、折り返して往路部分１６と平行に延びる復路部分
１７と、が交互に均一な間隔で複数回接続した原料ガス流路１３を示している。
【００２６】
　電極３は、誘電体２の左側面として表示される第二の面に対向するように配置された、
平板状の電極である。電極３は、高電圧電源６に接続されており、高電圧電極として機能
する。電極３の左側に、絶縁スペーサ９が配置される。
【００２７】
　触媒１０は、薄板上に形成されており、誘電体２の第一の面１１に対向するように配置
される。触媒１０は原料ガス流路１３を覆っており、誘電体２と触媒１０とによって原料
ガス流路１３の閉断面を有する壁面が規定される。触媒１０は、ニッケルやルテニウムな
どの触媒金属を酸化マグネシウムまたはアルミナに担持したアンモニア分解触媒を板状に
成形したものが用いられており、原料ガス流路１３を流れる原料ガスの少なくとも一部を
分解して水素ガスを生成して、誘電体バリア放電により、水素分子が水素原子となり、水
素原子が水素分離膜表面に吸着することで、水素原子が水素分離膜５を透過する。
【００２８】
　水素分離膜５は、触媒１０の右側面とほぼ同一の面積を有する薄膜であり、触媒１０の
右側面に積層される。水素分離膜５はアースされており、接地電極として機能する。水素
分離膜５は、パラジウム合金薄膜、ジルコニウム－ニッケル（Ｚｒ－Ｎｉ）系合金薄膜、
バナジウム－ニッケル（Ｖ－Ｎｉ）系合金薄膜、ニオブ－ニッケル（Ｎｂ－Ｎｉ）系合金
薄膜、および、ニオブ（Ｎｂ）と、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）およびモリブデ
ン（Ｍｏ）よりなる群から選ばれる１種以上の金属と、バナジウム（Ｖ）、チタン（Ｔｉ
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）、ジルコニウム（Ｚｒ）、タンタル（Ｔａ）およびハフニウム（Ｈｆ）よりなる群から
選ばれる１種以上の金属との合金よりなる薄膜などで形成することができる。本実施例の
水素分離膜５は、パラジウム合金薄膜を特に好適に使用することができる。水素分離膜５
は、これらの金属からなる単層の膜、またはこれらの金属から選択される２以上の金属の
積層によって形成することができる。また、シリカ系分離膜や、ゼオライト系分離膜、ポ
リイミド分離膜、ポリスルホン分離膜などの非金属を水素分離膜として用いることも可能
であるが、その場合は、より強度の高い支持体を水素分離膜５と接合して形状を維持する
必要がある。
【００２９】
　水素流路板４は、左側面側に開口している水素流路１８と、この水素流路１８に連通し
ている水素導出口１９とを備えた板状の部材である。水素流路板４は、誘電体２との間に
触媒１０と水素分離膜５とを挟んで保持するように、水素分離膜５の右側に配置される。
水素流路板４の水素流路１８は、誘電体２の原料ガス流路１３と対向する位置に設けられ
ており、水素分離膜５によって左側面側の開口が閉鎖される。
【００３０】
　本実施例では、高電圧電源６は電極３に接続されており、電極３に高電圧を印加する。
高電圧電源６は、波形保持時間が１０μｓと極めて短い両極性パルス波形を発生させるこ
とで、電子エネルギー密度の高い電力を供給する。
【００３１】
　水素生成装置１を構成する、誘電体２と、電極３と、水素流路板４と、水素分離膜５と
、触媒１０とを、高さ及び奥行きの寸法がほぼ同一の矩形形状で構成することができる。
これにより、水素生成装置１は、全体として略直方体の形状となる。このような水素生成
装置１は、各部材を重ね合わせた状態で、ボルトとナットを用いて、強固に結合すること
ができる。原料ガス流路１３と水素流路１８を確実に封止して気密性を確保する必要が特
にある場合には、ガスケットの配置若しくは、シール材の塗布が追加的に行われる。
【００３２】
　本実施例の水素生成装置１は、原料としてアンモニアが最も好適に使用される。アンモ
ニアを原料として水素を生成する場合の反応式を、以下の式１に示す。
 
　　２ＮＨ３＋ｅ→Ｎ２＋３Ｈ２＋ｅ　　（式１）
【００３３】
　水素生成装置１でアンモニアを原料ガスとして水素を生成する方法を説明する。図示し
ない原料供給手段は、原料ガスの流速を制御する流速制御手段を備えており、誘電体２の
原料ガス流路入口１４を経て、所定の速度で原料ガス流路１３に供給される。触媒１０は
、プラズマ反応器で発生した熱または、ヒーターなどの加熱手段で触媒の動作温度となり
、原料ガス流路１３を流れるアンモニアの少なくとも一部を分解して水素を生成する。生
成した水素は、触媒１０を通過して水素分離膜５に吸着し、水素分離膜５の中を拡散しな
がら通過して水素流路板４の水素流路１８に到達し、再結合して水素分子となる。
【００３４】
　高電圧電源６が電極３に電圧を印加することで、水素分離膜５と電極３との間で誘電体
バリア放電が発生する。放電によって、原料ガス流路１３内の残りのアンモニアが、大気
圧非平衡プラズマとなる。アンモニアの大気圧非平衡プラズマは触媒１０を通過し、水素
分離膜５はプラズマに曝される。プラズマから発生した水素は触媒反応で生成した水素と
同様に、水素原子の形態で水素分離膜５に吸着し、水素分離膜５の中を拡散しながら通過
して水素流路板４の水素流路１８に到達し、再結合して水素分子となる。このようにして
、水素分離膜５は水素流路１８側に水素のみを通過させ、水素が分離される。
【００３５】
　原料ガス流路１３を通過するアンモニアは、流速を充分制御することで触媒に接触する
時間と放電に曝される時間とを確保することができ、アンモニアに含まれる水素のほぼ１
００％を水素として分離して水素流路１８に導入することが可能である。得られる水素含
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有ガスは９９．９９９％以上の高純度であるので、そのまま燃料電池に使用することがで
きる。
【００３６】
　触媒１０の動作温度は１５０℃～６００℃程度であり、温度に比例してアンモニアの分
解率があがる。触媒１０の昇温に伴い、得られる水素含有ガスも高温となる。得られた水
素含有ガスは、高温で動作する燃料電池である、リン酸形燃料電池（ＰＡＦＣ）、溶融炭
酸塩形燃料電池（ＭＣＦＣ）、固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）に供給することができ
る。
【００３７】
　本実施例の水素生成装置１を、並列に複数組み合わせ、それぞれの水素生成装置１に同
時に原料ガスを供給することで、個々の水素生成装置１が、高収率で高純度の水素を生成
することができる。また、原料を供給する水素生成装置１の数を制御することで、水素の
生成量を容易に制御することができる。さらに、個々の水素生成装置１が略直方体の形状
を有しているため、積み重ねや並列配置などの配置の自由度が高く全体の形状を変更する
ことも容易である。
【００３８】
（実施例２）
　図２に、本実施例の水素生成装置２１を示す。水素生成装置２１は、誘電体である石英
ガラス製のプラズマ反応器２２の中に、触媒を収容した触媒管２３と、パラジウム合金の
薄膜を円筒形に成形した水素分離膜２４が収容されている。本実施例の触媒管２３と水素
分離膜２４は、ほぼ同一の径で形成されて直列に接続されており、プラズマ反応器２２に
対して同心円状に配置されている。プラズマ反応器２２の内面と、触媒管２３および水素
分離膜２４の外面との間に、原料ガス流路２６が規定されている。水素分離膜２４の内側
の円筒状の空間が、水素流路２７を形成する。
【００３９】
　プラズマ反応器２２の外側に接して、接地電極２５が配置されている。本実施例では、
高電圧電源６に水素分離膜２４が接続されており、水素分離膜２４が高電圧電極として機
能する。高電圧電源６は、実施例１と同様に、波形保持時間が１０μｓと極めて短い両極
性パルス波形を発生させることで、電子エネルギー密度の高い電力を水素分離膜２４に供
給する。水素分離膜２４に高電圧が印加されると、プラズマ反応器２２の内面と水素分離
膜２４との間の原料ガス流路２６は放電空間となり、原料ガスの流れる方向と垂直に、誘
電体バリア放電が発生する。
【００４０】
　本実施例の触媒管２３は、抵抗発熱体であるＮｉ－Ｃｒ合金で形成されている。触媒管
２３の中には、Ｎｉ、またはＲｕといった触媒金属を、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）また
はアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）に担持させたペレット状（３～５ｍｍの粒子状）のアンモニア
分解触媒である触媒３０が充填されている。
【００４１】
　水素生成装置２１でアンモニアを原料ガスとして水素を生成する方法を説明する。アン
モニアは水素分離膜２４の上流に接続された触媒管２３に導入される。触媒管２３は、プ
ラズマ反応器で発生した熱または、ヒーターなどの加熱手段で約５００℃に加熱される。
アンモニアは触媒管２３の中の触媒３０で分解され、原料ガスが水素ガスと窒素ガスとア
ンモニアガスの混合物となって、触媒管２３の側面に複数開口する孔２９から原料ガス流
路２６に導入される。触媒管２３を通過させる原料ガスの流量と経路および触媒の温度条
件を最適化することによって、触媒によりアンモニアを９５％以上分解することができる
。
【００４２】
　プラズマ反応器２２の内面と水素分離膜２４との間の原料ガス流路２６内の誘電体バリ
ア放電により、原料ガスのアンモニアは大気圧非平衡プラズマとなって、水素ガスを発生
させる。触媒によりアンモニアが９５％以上分解された状態の原料ガスは、プラズマとな
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ったときに、残りのアンモニアが完全に分解して水素ガスとなる。水素ガスは水素分離膜
２４を通過して水素分離膜２４の内側の水素流路２７に移動し、さらに水素導出口２８か
ら外部に供給される。水素ガスが分離された後の原料ガスは窒素ガスとなっており、原料
ガス流路出口４３から導出される。
【００４３】
　図４に、水素生成装置２１の、アンモニア供給量に対する水素生成量の変化をグラフで
示す。水素生成量を測定した水素生成装置２１は、触媒金属としてのＲｕを酸化マグネシ
ウムに担持させたものを、４００℃に加熱している。原料ガスは、アンモニアガス１００
％であり、その流量を０．２～１．０　Ｌ／ｍｉｎまで変化させたときの、水素導出口４
３の流量を測定している。このときの空間速度（ＳＶ，Ｓｐａｃｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ、
原料ガス流速（ｍ３／ｈ）÷触媒量（ｍ３）で表される値）は、３３４～１６７０ｈ－１

となっている。比較例として、特許文献１の円筒形水素生成装置に同一条件でアンモニア
を供給した場合の水素生成量を示している。いずれの水素生成装置も、生成された水素の
純度は、９９．９９９％と非常に高純度であった。一方で、図４から明らかであるように
、本実施例の水素生成装置１は、アンモニアの流量にほぼ比例して、比較例よりも常時高
い収量で水素を生成することができ、より多量の水素の製造に適していることが確認され
た。
【００４４】
　（実施例３）
　図３に、本実施例の水素生成装置３１を示す。水素生成装置３１は、プラズマ反応器３
２と、このプラズマ反応器３２の中に収容された高電圧電極４０と、プラズマ反応器３２
の外側を覆うように配置された接地電極４２とを備えている。プラズマ反応器３２は、石
英ガラス製であり、円筒形に形成されて誘電体として機能する。高電圧電極４０は、円筒
形の水素分離膜３４と、水素分離膜３４の両端を支持する円盤状の支持体３５とを備えて
いる。水素分離膜３４の好適な素材は、パラジウム合金の薄膜である。高電圧電極４０は
高電圧電源６に接続されており、高電圧が印加される。
【００４５】
　水素分離膜３４の外側に、水素分離膜３４を覆うシート状の触媒４１が配置されている
。触媒４１は、ニッケルやルテニウムなどの触媒金属を酸化マグネシウムまたはアルミナ
に担持したアンモニア分解触媒で形成されている。
【００４６】
　プラズマ反応器３２の内壁に対して水素分離膜３４及び触媒４１が同心円状に配置され
ており、プラズマ反応器３２の内壁と触媒４１との間には、一定の間隔が維持された原料
ガス流路３６が形成されている。また、水素分離膜３４の内側には、水素分離膜３４と支
持体３５とでとり囲まれて閉空間となっている水素ガス流路３７が形成されている。
【００４７】
　本実施例では、原料ガスはアンモニアであり、原料ガス流路入口３８からアンモニアガ
スとして、原料ガス流路３６に供給される。原料ガス流路３６を規定する触媒４１はプラ
ズマ反応器で発生した熱で高温となっており、原料ガス流路３６を通過するアンモニアの
一部を分解して水素ガスを生成する。
【００４８】
　同時に、高電圧電源６から高電圧を印加された水素分離膜３４は、原料ガス流路３６に
誘電体バリア放電を発生させる。放電によって、触媒４１では分解されなかった残りのア
ンモニアがプラズマとなって分解される。水素分離膜３４は触媒４１を通過するプラズマ
に曝されている。そして、誘電体バリア放電または触媒４１の反応によって原料ガスから
生成した水素ガスは、水素分離膜３４を透過して水素流路３７に導入され、水素ガス導出
口３９から外部に供給される。水素ガスが分離された後の原料ガスは窒素ガスとなってお
り、原料ガス流路出口４３から導出される。
【００４９】
　（変形例）
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　実施例で説明した水素生成装置１、２１、３１の構成は、適宜変更が可能である。たと
えば、実施例１の変形例として、誘電体上に形成する原料ガス流路１３のパターンは、原
料ガス流路１３内で放電を発生させる範囲で、その位置および形状を変更することができ
る。実施例１から３の接地電極と高電圧電極は、いずれか一方が高電圧電極となって他方
が接地電極となれば良く、電極の素材、高電圧電源や絶縁スペーサの配置等に会わせて適
宜入れ替えが可能である。実施例３の円筒型のプラズマ反応器３２を用いた水素生成装置
３１では、触媒４１が水素分離膜３４に対して上流に配置されれば良く、たとえば水素分
離膜３４の外側表面に触媒を担持または塗布することも可能である。また、プラズマ反応
器３２と水素分離膜３４との間の原料ガス流路３６に、実施例２で適用したペレット状の
触媒３０を充填することも可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１、２１、３１　水素生成装置
　２　　誘電体
　３　　電極
　４　　水素流路板
　５　　水素分離膜（接地電極）
　６　　高電圧電源
　９　　絶縁スペーサ
　１０、３０、４１　触媒
　１１　第一の面
　１３、２６、３６　原料ガス流路
　１４、３８　原料ガス流路入口
　１５、４３　原料ガス流路出口
　１６　原料ガス流路の往路部分
　１７　原料ガス流路の復路部分
　１８、２７、３７　水素流路
　１９、２８、３９　水素導出口
　２２、３２　プラズマ反応器（誘電体）
　２３　触媒管
　２４、３４　水素分離膜（高電圧電極）
　２５、４２　接地電極
　４０　高電圧電極
【要約】
【課題】水素の供給量の変化に柔軟に対応することができ、特に、水素の大量生産に容易
に対応可能であって、高純度の水素を高収率で生成可能な水素生成装置を提供する。
【解決手段】水素生成装置１は、触媒による分解、及び放電による原料ガスのプラズマ化
の作用によって、原料ガスから水素ガスを高収率に生成する。水素生成装置１は、原料ガ
ス流路１３を規定する誘電体２と、原料ガス流路１３を流れる原料ガスの少なくとも一部
を分解して水素ガスを生成する触媒１０と、誘電体２に接して配置される電極３と、誘電
体２を隔てて電極３に対向する水素分離膜５と、水素分離膜５が分離した水素を導出する
水素流路１８と、電力を供給して水素分離膜５と電極３との間で放電を発生させる高電圧
電源６と、を備えている。
【選択図】図１
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【図２】

【図３】

【図４】
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